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ご み を 出 す と き の 注 意 点

◆そのままの状態では処分できないものについて！

◎「冷凍庫」の取扱いに関する注意点

「冷凍庫」は家庭で使用していても業務用として販売されている物があり、それは家電リサイク

ル対象外となり「フロン排出抑制法」に基づき廃棄することになります。

（家庭用か業務用かの判断は、購入店でご確認願います。）

家電リサイクル対象外の「冷凍庫」はフロンガスが抜かれ、抜き取った証明書が添付されている

物に限り、市で粗大ごみとして回収します。

業務用「冷凍庫」のフロンガスを抜取りする取扱い店が市内にございますので、下記窓口へお問

合せ下さい。

冷凍庫のフロンガス抜取りにかかる料金等につきましては、自己負担となります。

※粗大ごみとして出される場合は、お申込が必要ですので電話での登録をお願いいたします。

お問合せ先 根室市市民生活部生活環境課環境衛生担当（１階窓口３番）

電話 （０１５３）２３－６１１１（内線3141～3143）

◆ごみ出しの時間について！

◎ごみ収集は朝8時から回収を始めますので、ごみ出しは、朝8時までに出すようお願い

いたします。

◆処理場へ直接搬入することもできます！

料金は重量に応じて支払うことができます。

◎燃 や せ る ご み → 根室市じん芥焼却場【根室市幌茂尻７７番地２】

電 話：（０１５３）２５－３６５８

搬入時間：午前８時～午後５時

休 日：日曜日、祝日、年末年始（12月 31日～1月 3日）

◎燃 や せ な い ご み → 根室市ごみ埋立処理場【根室市月岡町２丁目３４番地】

電 話：（０１５３）２２－８６６１

◎粗 大 ご み 搬入時間：午前９時～午後５時

休 日：日曜日、祝日、年末年始（12月 31日～1月 3日）

◎資 源 ご み → 根室市資源再生センター【根室市幌茂尻７７番地２】

電 話：（０１５３）２５－８０９１

搬入時間：午前８時～午後５時

休 日：日曜日、祝日、年末年始（12月 31日～1月 3日）

※搬入する際は、必ず担当者の指示に従ってください。
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コンポスト容器を活用し、ごみ減量化に努めましょう

根室市では、生ごみ等の減量化・堆肥化を図ることを目

的に、『コンポスト容器』を購入する方に対して、予算の

範囲内において、その費用の一部を助成しています。

◆助成対象

根室市に住所を有する個人で指定した販売店から

購入する方（※法人は対象外）

◆助成対象容器

厨芥類（ちゅうかいるい）等の生ごみを土中の微生物または化学的薬品の処理により分解させ、

容量を減量堆肥化させるもの。

◆助成金額

１．１３０ℓ未満：１，０００円

２．１３０ℓ以上：３，０００円

３．電動式 ：購入金額の６０％を助成

※上限３０，０００円とし１，０００円未満の端数は切捨てとします。

◆指定販売店

指定販売店は根室市内の販売店となっております。市内のコンポストを取り扱ってい

る販売店でご購入下さい。

※市内のコンポスト取扱店を知りたい方は市役所環境衛生担当にご連絡ください。

◆申請方法

１．購入後、領収書を持参し市役所環境衛生担当に申請してください。

（持参するもの：領収書、印鑑、口座番号の分かるもの）

助成金のお受取方法：口座振替、現金払い、どちらか選ぶことが出来ます。

どちらも支払い日に指定があります。

現金受取の場合、支払日の午前9時～午後2時までに市役所１階会計課

（窓口９番）にて現金を受取りしてください。

□□ お問い合わせ先及び申請先 □□

根室市常盤町２丁目２７番地 根室市市民生活部生活環境課環境衛生担当（１階 窓口３番）

電 話 （０１５３）２３－６１１１（内線3141～3143）

ＦＡＸ （０１５３）２４－６２７２
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集団資源回収を活用し、ごみの減量化・資源化に努めましょう

集団資源回収は、家庭から排出される再生可能な資源を地域団体が回収・リサイクル化を進める、

最も身近なリサイクル活動です。

根室市では、ごみの減量化、資源の保護・再生利用の推進を図るため、資源回収を実施する団体に対

し、奨励金を交付しています。

ごみの減量化・リサイクル化を進めると同時に、団体の活動資金を得ることができます。

リサイクルの輪を広げるため、地域が協力し積極的に資源回収を行いましょう！

◆交付対象

あらかじめ市に登録し、年２回以上計画的に資源回収を行う、次の団体。

①根室市が作成する町内会名簿に登載されて、資源の集団回収を自主的に実施する団体。

②その他市長が特に認めた団体。

※単位町内会等での単独実施が困難のため、委託事業者等により実施した場合も対象となります。

（この場合の、交付金は１／２となります。）

※奨励金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ市への登録が必要です。

◆対象品目

・紙類（雑誌、新聞紙、ダンボールなど）

・金属類

・ビン類

・その他有価物として再生利用ができるもの

◆交付金算定基準

毎年１月から１２月までの間の「回数実績割」「回収数量割」の合計額。

回数実績割：資源回収を実施した回数

回収実績割：回収した資源を回収業者に売却した数量

区 分 算 出 基 準

支 給 額

単独での実施
委託事業者等

による実施

回数実績割

年間実施回数 １０回 以上 １０，０００

円

５，０００

円

〃 ８回～９回 ８，０００

円

４，０００

円

〃 ６回～７回 ６，０００

円

３，０００

円

〃 ４回～５回 ４，０００

円

２，０００

円

〃 ２回～３回 ２，０００

円

１，０００

円

回収実績割 １ｋｇにつき ２円 １円

□□ お問い合わせ及び申請先 □□

根室市常盤町２丁目２７番地 根室市市民生活部生活環境課環境衛生担当（１階 窓口３番）

電 話 （０１５３）２３－６１１１（内線3141～3143）

ＦＡＸ （０１５３）２４－６２７２



- 12 -

不 法 投 棄 は 犯 罪 で す

近年、家電４品目【テレビ・冷蔵庫（冷凍庫）・洗濯機・エアコン】やパソコン、衣類などの生活ごみ

のほか、ウニ殻、ツブ殻などの水産系廃棄物が不法投棄されるケースが目立っています不法投棄は、単

に美観をそこねるだけでなく、有害物質による土壌汚染など環境にも大きな影響を与えるケースがあり

ます。

不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって禁じられており、違反した場合の罰則が

強化されています。タバコの吸い殻・空缶などのポイ捨ても不法投棄となり、罰則の対象となります！

不法投棄を発見したら・・・

不法投棄は郊外の側溝や沢、海岸沿いに多く見受けられます。根室市では、関係機関と連携し、巡回

パトロールや市民のみなさんからの通報で投棄者の特定に努め、適正処理を指導しています。

住みよい環境は市民みなさんの協力が必要です。不法投棄の現場を見たり、ごみを発見した場合は、

直ちに市役所環境衛生担当や「産廃110 番」 フリーダイヤル0120-53-8124 まで連絡をお願

いします。

◆廃棄物の処理違反（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２５条）

５年以下の懲役もしくは１千万円以下の罰金、又はこれを併科する。

（法人の場合は３億円以下の罰金）

□□ お問い合わせ先 □□

根室市常盤町２丁目２７番地 根室市市民生活部生活環境課環境衛生担当（１階 窓口３番）

電 話 （０１５３）２３－６１１１（内線3141～3143）

ＦＡＸ （０１５３）２４－６２７２


